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１ 開催日時・場所 

平成３０年３月２８日（水）１４時００分から１４時４０分 四條畷市役所 本館 委員会室 

 

２  出席委員 

教 育 長  森田 政己 

教育長職務代理者  山本 博資 

委 員  吉田 知子 

委      員  竹内 千佳夫 

委      員  小田 みゆき 

 

３ 事務局出席者 

理 事 

（教育環境整備・田原

活性化・危機管理担当） 

 開 康成  
教育部上席主幹（地域

教育課担当）兼主任 
 村上 始 

教 育 部 長 兼 

教育環境整備室長 
 西口 文敏  図 書 館 長 兼 主 任  永野 国広 

教 育 部 次 長 

兼 学 校 教 育 課 長 
 芝田 孝人  公 民 館 長 兼 主 任  勝村 隆彦 

教 育 総 務 課 長  阪本 律子  学校給食センター所長   林  雅弘 

教育環境整備室上席主幹

兼学校教育課人権教育・ 

教 科 指 導 担 当 課 長 

 木村  実  
教 育 総 務 課 

課 長 代 理 兼 主 任 
 櫻井 康弘 

教育環境整備室課長  奥  大輔  企 画 調 整 課 長  板谷 ひと美 

都市整備部上席主幹  藤井 道幸  
地域教育課課長代理

兼主任 
 神本 かおり 

地 域 教 育 課 長  杉本 一也     

 

４  議事録作成者 

教 育 総 務 課  織田 紗樹 

 

５ 付議案件 

議案第２号 

 

報告第４号 

報告第５号 

報告第６号 

 

報告第７号 

四條畷市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて 

四條畷市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する規程の制定について 

四條畷市教育委員会文書規程の一部を改正する規程の制定について 

四條畷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

平成３０年度 四條畷市一般会計 教育費の予算額について 
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森田教育長 
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阪本教育総務課長 

 

 

森田教育長 

 

 

 

 

 

森田教育長 

 

 

只今から、３月の教育委員会定例会を開催いたします。 

それでは、四條畷市教育委員会会議規則第５条第２項の規定に基づき、会

議録署名者の指名を行います。本日の会議録署名者は、吉田委員にお願いい

たします。 

 

それでは議事に入ります。 

議案第２号 四條畷市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について、事務局から本件の内容説明を願います。 

 

議案第２号 四條畷市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について、教育委員会事務局に新たな職及び教育センターを設

置することに伴い、四條畷市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改

正する必要があるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条

第１項の規定により、議決を求めるものでございます。 

新旧対照表をご覧ください。改正内容は、第２条の事務局に教育センター

を追加しました。また、第３条第１号の事務局に教育次長を追加し、従来の

第１号から第３号を１号ずつ繰り下げ、第２号から第４号としました。次に、

第６条の教育部教育総務課の項において、第２０項学校施設の補助金に関す

ることを削除しました。こちらは、先般の１２月市議会定例議会において教

育環境整備室の事務分掌を教育総務課に移管しましたが、学校施設の補助金

に関することにつきましては、元々、教育総務課の第９項に規定されている

ため、今回、第２０項を削除しております。さらに、学校教育課の次に教育

センターの事務分掌を加えました。内容説明は以上でございます。 

 

 教育部の中に教育センターを置いたということですが、第３条に「事務局

に次の職を置く」ということで、各課に課長を置かれていますが、教育セン

ターに置く役職はどれになりますか。 

 

 教育センター長が課長級であることから、このような記述にさせていただ

いております。 

 

ここでお諮りいたします。議案第２号 四條畷市教育委員会事務局組織に関

する規則の一部を改正する規則の制定について、可決することに異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

異議がないようですので、議案第２号については、可決することに決しました。 
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櫻井教育総務課長
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森田教育長 

 

次に、報告第４号 四條畷市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する

規程の制定について、事務局から本件の内容説明を願います。 

 

報告第４号 四條畷市教育委員会事務局決裁規程の一部を改正する規程の

制定について、教育委員会事務局に新たな職を設置することに伴い、四條畷

市教育委員会事務局決裁規程の一部の改正を行ったため報告いたします。 

新旧対照表をご覧ください。第２条の用語の意義について、平成３０年４

月１日から新たに教育次長をおくことから、第４号に教育次長の内容を加え

ました。また、先ほどの議案第２号 四條畷市教育委員会事務局組織に関す

る規則の第３条において、事務局におく職の号数を１号ずつ繰り下げたため、

第２条に規程されている教育規則の変更を行いました。具体的には、部長、

次長、課長、課長代理、主任の規則の変更を行っております。 

次に、第５条の代決につきましては、第１項に教育次長の内容を加え、第

２項に教育次長が専決する事項について加えています。また、従来の第２項、

第３項を１項ずつ繰り下げ、第３項、第４項としております。 

次に、第９条の見出しにつきましては、「部長及び課長の専決事項」を「教

育次長、部長及び課長の専決事項」に変更し、第１項に教育次長が専決する

ことができる事項について、新たに書き加えております。今回新たに第１項

に教育次長の内容が加わることにより、従来の第１項から第４項までを１項

ずつ繰り下げ第２項から第５項とし、第２項以降にも教育次長に関する内容

を加えております。次に、第１０条につきましては、「関係部長」を「教育次

長及び関係部長」に変更しました。 

次に、別表第１及び別表第２につきましては、専決者に教育次長を加えて

おります。専決者が教育次長になるものとしては、別表第１の共通専決事項

表のみとして、そのなかでも特に重要なものとしております。詳細な内容は

資料でご確認ください。報告は以上でございます。 

 

次に、報告第５号 四條畷市教育委員会文書規程の一部を改正する規程の

制定について、事務局から本件の内容説明を願います。 

 

報告第５号 四條畷市教育委員会文書規程の一部を改正する規程の制定に

ついて、平成３０年４月の機構改革に伴い、四條畷市教育委員会事務局決裁

規程の一部の改正を行ったため報告いたします。新旧対照表をご覧ください。 

改正箇所は、別表の課名と文書記号です。具体的には、地域教育課の「畷

教地」と教育環境整備室の「畷教環」を教育センターの「畷教セ」、生涯学習

推進課の「畷教生」、青少年育成課の「畷教青」に改めました。報告は以上で

ございます。 

 

次に、報告第６号 四條畷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について、事務局から本件の内容説明を願
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（森田教育長） 
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います。 

 

報告第６号 四條畷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正についてでございます。国家戦略特別区域法及び

構造改革特別区域法の一部改正に伴い、本条例で引用する条項の整備を行う

必要があるため、四條畷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正することについて報告するものでございま

す。新旧対照表をご覧ください。 

第１０条第３項第１号中にある「保育士 国家戦略特別区域法第１２条の

４第２項」と定めておりましたが、こちらの法律が改正されたことに伴い、

号が１つずれて、「第１２条の４第２項」を「第１２条の５第２項」に改める

ものでございます。説明は以上でございます。 

 

次に、報告第７号 平成３０年度 四條畷市一般会計 教育費の予算額につ

いて、事務局から本件の内容説明を願います。 

 

報告第７号 平成３０年度 四條畷市一般会計 教育費の予算額について、

報告させていただきます。まず、歳入につきましては割愛させていただき、

歳出につきましては、資料に沿って説明させていただきます。別紙の資料を

ご覧ください。 

まず、教育委員会全体の予算につきまして、平成３０年度は９億７,２０３

万９千円となっております。２２億６,２８５万３千円の要求をしましたが、

１２億９,０２８万６千円の減額があり、予算内示額は９億７,２０３万９千

円となっております。この予算内示額は、各課の合計予算内示額となってお

りますが、本日は、このなかから査定増減額が大きかったもの、また、予算

の内示額が大きかったものを中心に報告させていただきます。 

 

まずは１番の教育費です。０３教育指導費の支援教育関係事務の事業につ

きましては、６,１８３万８千円を要求しましたが、２,８６５万８千円の減

額があり、査定額が３,３１８万円となっております。予算減額の理由といた

しましては、介助員の人数が要求時より減となり、報酬費が減となったため、

このような査定額となっております。 

次に、０７外国人英語指導助手に関する事務につきましては、２,１６６万

８千円を要求しましたが、５万円の減額があり、２,１６１万８千円となって

おります。事業内容としては、最長５年雇用である JET プログラムの ALT に

加え、市で直接 ALT を雇用することにより、英語教育をさらに充実させ、加

えて、小学校における英語教育の強化を図ってまいります。 

次に、２１宿泊行事における看護師派遣事務につきましては、１３４万２

千円を要求したところ、４万２千円の減額があり、１３０万円となっており

ます。事業内容としては、小中学校の宿泊行事の際に学校の安全体制を確保
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するため、養護教諭を学校や宿泊場所へ派遣するものです。 

次に、２４教育センター運営事務につきましては、１,８６３万千円を要求

しましたが、４９３万千円の減額があり、１,３７０万円となっております。

予算減額の理由といたしましては、従来の教育センターの運営予算に加え、

平成３０年度は、臨床心理士や特別支援コーディネーターの報酬を要求しま

したが、予算がつかなかったため、このような内示額となっております。 

 

次に、２番の小学校費です。０１学校管理費の０１小学校管理事務につき

ましては、１億２,４１７万９千円を要求しましたが、１,４７７万４千円の

減額があり、１億９４０万５千円となっております。予算減額の理由といた

しましては、田原小学校の校務用パソコンを要求しましたが、予算がつかな

かったため、このような内示額となっております。 

次に、０２教育振興費の０１小学校予算配当事務につきましては、７,０２

７万２千円を要求しましたが、５,３６７万５千円の減額があり、１,６５９

万７千円となっております。予算減額の理由といたしましては、小学校のパ

ソコン教室更改の予算を要求しましたが、予算がつかなかったため、このよ

うな内示額となっております。 

 

次に、３番の中学校費です。０１学校管理費の０１教育環境整備事務につ

きましては、１１億６,３６４万２千円を要求しましたが、１１億１,３１３

万６千円の減額があり、５,０５０万６千円となっております。これにつきま

しては、四條畷中学校・西中学校の施設整備の予算を教育委員会で予算要求

いたしましたが、この予算が市長部局の施設再編室に移動となったため、教

育委員会の予算からは減額となっております。 

次に、０２中学校管理事務につきましては、６,３３８万９千円を要求しま

したが、６４０万９千円の減額があり、５,６９８万円となっております。こ

れは、四條畷南中学校が休校することに伴い、維持管理費が減額となったた

め、このような内示額となっております。 

次に、０２教育振興費の０１中学校予算配当事務につきましては、３,４０

９万３千円を要求しましたが、２,５０４万３千円の減額があり、９０５万円

となっております。予算減額の理由といたしましては、中学校のパソコン教

室更改の予算を要求しましたが、予算がつかなかったため、このような内示

額となっております。 

 

次に、５番の社会教育費です。０１社会教育総務費の０７市民活動センタ

ー運営事務につきましては、１,３８４万２千円を要求しましたが、４００万

円の減額があり、９８４万２千円となっております。予算減額の理由といた

しましては、教育センターの高圧受電設備の改修を要求しましたが、予算が

つかなかったため、このような内示額となっております。 

次に、０３文化財保護費の０５雁屋畑線文化調査事務につきましては、４
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９１万４千円を要求しましたが、９４万３千円の減額があり、３９７万千円

となっております。これは、文化財発掘調査の臨時職員を１２ヶ月で予算要

求しましたが、査定は９ヶ月だったため、減額となっております。 

 

次に、６番の保健体育費です。０１保健体育総務費の０１市民体育に関す

る事務につきましては、５０８万千円を要求しましたが、２２２万円の減額

があり、２８６万千円となっております。これは、市民体育祭の委託料の予

算要求を取り下げたことや、四條畷市マラソン大会事業補助金を体育団体事

務に振り替えたため、減額となっております。 

次に、０２体育施設管理事務につきましては、６,０４３万千円を要求しま

したが、１,０４７万２千円の減額があり、４,９９５万９千円となっており

ます。予算減額の理由といたしましては、体育施設の備品が要求より減額と

なったことやトレーニングルームの備品の予算がつかなかったため、このよ

うな内示額となっております。 

次に、０２学校給食運営費の０３給食センター管理運営事務につきまして

は、３,０５９万３千円を要求しましたが、９５８万２千円の減額があり、２,

１０１万千円となっております。予算減額の理由といたしましては、厨房機

器の購入が減額となったことや空調機器設置工事費が減額となったため、こ

のような内示額となっております。 

 

続きまして、民生費でございます。２番の児童福祉費の０５ふれあい教室

運営費の０１なわてふれあい教室運営事務につきましては、３,４０８万６千

円を要求しましたが、４１７万５千円の減額があり、２,９９１万千円となっ

ております。これは、なわてふれあい教室の指導員や支援員の報酬が減額と

なったため、このような内示額となっております。以上が各課における事業

項目で、平成３０年度における予算内示額は９億７,２９３万９千円となりま

す。報告は以上でございます。 

 

改修費やパソコンの購入費については、ある程度仕方ない部分もあると思

いますが、給食センターの厨房の改修が減額になった件について支障はない

のか、そして、介助補助員の予算が大幅減額されていますが、これについて

もう少し詳しく説明をお願いします。 

 

現在の給食センターが建設されてから１６年が経ちまして、厨房の中の機

械や空調のような大きな機械は３ヶ年計画で順次修理をしてきたところです

が、今回あげさせていただきましたのはその上に乗っております機械、単純

に言いますとスライサーという、野菜を切ったり、また、洗浄機という装置。

こういったものが既に古く、修理する部材がないため、食器を買替えなくて

はならないということです。それで要求をさせていただきましたが、現在は

稼働しておりますので予算がつかなかったということです。 
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木村教育環境整備室上席

主幹兼学校教育課人権教

育・教科指導担当課長 

 

 

 

 

 

吉田委員 

 

 

阪本教育総務課長 

 

 

 

森田教育長 

 

 

阪本教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 減額が大幅にされているという件ですが、まず、９月頃の予算要求をした

段階では、支援学級に入級するしないを迷っておられる保護者の方もおり、

全員入級したとして要求をさせていただいております。そして、１１月１２

月に入級するかしないかが決まりますが、入級しないと決められた生徒がた

くさんおられたこともあり、このような減額になっています。最終的に、今

年度プラス１人の予算をつけていただいているので、学校も対応できると聞

いております。 

 

 中学校費の中学校管理事務で、四條畷南中学校の維持費と言われていまし

たが、ほとんどが南中学校の維持費にかかるということでしょうか。 

 

今回、南中学校が休校することに伴いまして、光熱費の減であったり、エ

レベーターの保守点検についても休校中はしなくても良いと法律的な内容を

確認いたしましたため減額とさせていただいております。 

 

それでは、本日予定していた案件の審議は終了いたしました。その他の案件は

ございますか。 

 

教育総務課の方から、２件ほど、ご説明を行います。 

まず、２月定例会での議案第１号 請願書についてです。請願書につきまして

は、平成３０年１月３０日付けにて無駄使いをやめ地域を大切にする条例制定

運動の代表者、横溝幸徳氏並びに早田有為子氏の方から、請願及び要望書が

提出されました。同件につきましては、２月２８日の定例会におきまして、

平成３０年２月２１日に開催された住民訴訟の口頭弁論のなかで引用され、

また同書が証拠書類として提出され、現在係争中であることから、当分の間、

留保することとなりました。このことにつきまして、次の口頭弁論が４月２

０日に開催されることになりましたので、来月、４月の定例会において再度、

議案をご審議いただくことになると思われますので、よろしくお願いいたし

ます。 

また、同じく２月定例会にてその他案件としてご説明させていただきまし

た教育振興ビジョンの改訂について、先月の定例会の中で詳細の説明を行う

旨をお伝えしておりましたが、変更点が少数であったことから、変更点のみ

をご説明させていただきたいと思います。 

２９ページの下の段をご覧ください。四條畷市の社会教育のページでございま

す。前回、社会教育の囲みに、一番下の「社会教育施設の管理・運営」という項

目がありました。こちらにつきまして、公民館、図書館等の施設名を列記してお

りましたが、今回は「利用者のニーズに応えるサービス」と一括りで記載してお

ります。 

次に、４６ページの教育環境の整備でございます。こちらは、内容は変わって
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（阪本教育総務課

長） 

 

 

 

奥教育環境整備室

課長 

 

 

 

 

 

 

 

吉田委員 

 

奥教育環境整備室

課長 

 

 

森田教育長 

おりませんが、以前はハード整備でも「安心安全」のなかに入っていたものを、

今回、教育環境の整備に入れておりまして、ページ変更をしております。変更点

につきましては、以上でございます。また、明日開催される総合教育会議におい

て協議を行い、改訂を行う予定になっております。 

 

南中学校休校に伴う諸課題についてご説明いたします。まず、通学につきまし

て、３月８日付けで４月分通学定期券のご案内とともに、通学方法の意向調査を

実施いたしました。集計を行った結果、徒歩通学者は１１０人、JR利用者は８人、

近鉄バス利用者は９９人となっております。また、１ヶ月の通学定期券を基本と

しておりますので、休校の間、対象者には毎月ご案内を送付するかたちで進めて

まいりたいと考えております。また、通学路の安全対策における人的配置につき

ましては、シルバー人材センターと委託契約を締結し、年度当初より運用いたし

ます。報告は以上でございます。 

 

制服を購入された方の人数は何人ですか。 

 

制服につきましては、冬服１０品目を１１月末から２月末にかけて対象者に申

請を実施いたしました。１４２人が対象者で、１４２人全員が申請を行ったとい

う状況になっております。 

 

それでは、これをもちまして、定例会を閉会いたします。どうもお疲れさまで

した。 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

      平成３０年４月１８日 

 

四 條 畷 市 教 育 長  森田 政己 

 

四條畷市教育委員会 委 員  吉田 知子 


